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(57)【要約】
【課題】減速中にエンジンに対する燃料の供給を停止し
、かつエンジンと駆動輪との動力の伝達を遮断する場合
の制動力の変動を抑制することができる車両制御装置を
提供すること。
【解決手段】エンジンと、開放することによってエンジ
ンと駆動輪との動力の伝達を遮断するクラッチと、制御
可能な制動装置と、を備え、減速時にエンジンを停止（
Ｓ４）し、かつクラッチを開放する（Ｓ３）ときに、制
動装置が発生する制動力を減少させる（Ｓ５，Ｓ６）。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジンと、
　開放することによって前記エンジンと駆動輪との動力の伝達を遮断するクラッチと、
　制御可能な制動装置と、
　を備え、減速時に前記駆動輪を駆動していた前記エンジンを停止し、かつ前記クラッチ
を開放するときに、前記制動装置が発生する制動力を減少させる
　ことを特徴とする車両制御装置。
【請求項２】
　前記制動力を減少させる減少量は、前記エンジンの出力によるクリープ力に基づく
　請求項１に記載の車両制御装置。
【請求項３】
　前記エンジンの停止および前記クラッチの開放による前記クリープ力の減少に応じて前
記制動力を減少させる
　請求項２に記載の車両制御装置。
【請求項４】
　減速時に前記駆動輪を駆動していた前記エンジンを停止し、かつ前記クラッチを開放す
るときであって、制動操作がなされているときに、前記制動装置が発生する制動力を減少
させる
　請求項１から３のいずれか１項に記載の車両制御装置。
【請求項５】
　前記エンジンの停止および前記クラッチの開放を、減速時の制動操作に応じて開始する
　請求項１から４のいずれか１項に記載の車両制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、走行中にエンジンに対する燃料の供給を停止する技術が提案されている。例えば
、特許文献１には、減速の間エンジンへの燃料供給を停止するとともに、車両減速の間第
２モータによる車両減速エネルギーの回生を行うとともに、車両停止中は第２モータによ
りクリープ力を与える車両のパワートレーンシステムの技術が開示されている。
【０００３】
　特許文献２には、燃料の供給が停止された場合の機関制動力と燃料の供給の停止が禁止
された場合の機関制動力との差に応じた摩擦制動力を発生させるための手段を含む車両の
減速制御装置の技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－３３１６７７号公報
【特許文献２】特開２００７－２０４００４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ここで、減速中にエンジンに対する燃料の供給を停止する場合の制動力の変動を抑制す
ることについて、なお改良の余地がある。例えば、減速中にエンジンに対する燃料の供給
を停止すると共に、エンジンと駆動輪との動力の伝達を遮断する場合、制動力の変動によ
って運転性の低下を招く虞がある。
【０００６】
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　本発明の目的は、減速中にエンジンに対する燃料の供給を停止し、かつエンジンと駆動
輪との動力の伝達を遮断する場合の制動力の変動を抑制することができる車両制御装置を
提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の車両制御装置は、エンジンと、開放することによって前記エンジンと駆動輪と
の動力の伝達を遮断するクラッチと、制御可能な制動装置と、を備え、減速時に前記エン
ジンを停止し、かつ前記クラッチを開放するときに、前記制動装置が発生する制動力を減
少させることを特徴とする。
【０００８】
　上記車両制御装置において、前記制動力を減少させる減少量は、前記エンジンの出力に
よるクリープ力に基づくことが好ましい。
【０００９】
　上記車両制御装置において、前記エンジンの停止および前記クラッチの開放による前記
クリープ力の減少に応じて前記制動力を減少させることが好ましい。
【００１０】
　上記車両制御装置において、減速時に前記駆動輪を駆動していた前記エンジンを停止し
、かつ前記クラッチを開放するときであって、制動操作がなされているときに、前記制動
装置が発生する制動力を減少させることが好ましい。
【００１１】
　上記車両制御装置において、前記エンジンの停止および前記クラッチの開放を、減速時
の制動操作に応じて開始することが好ましい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る車両制御装置は、減速時に駆動輪を駆動していたエンジンを停止し、かつ
クラッチを開放するときに、制動装置が発生する制動力を減少させる。よって、本発明に
係る車両制御装置によれば、減速中にエンジンに対する燃料の供給を停止し、かつエンジ
ンと駆動輪との動力の伝達を遮断する場合の制動力の変動を抑制することができるという
効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、第１実施形態の制動力制御のフローチャートである。
【図２】図２は、第１実施形態に係る車両の概略構成を示す図である。
【図３】図３は、ブレーキ装置およびＥＣＢの説明図である。
【図４】図４は、減速エコラン実行時の制動力変化の説明図である。
【図５】図５は、第１実施形態の制動力制御の説明図である。
【図６】図６は、第１実施形態の車両制御装置のブロック図である。
【図７】図７は、第１実施形態の制動力制御に係るタイムチャートである。
【図８】図８は、第２実施形態に係るブレーキ装置の概略構成を示す図である。
【図９】図９は、第２実施形態の車両制御装置のブロック図である。
【図１０】図１０は、第２実施形態の制動力制御のフローチャートである。
【図１１】図１１は、第２実施形態の制動力制御に係るタイムチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に、本発明の実施形態に係る車両制御装置につき図面を参照しつつ詳細に説明する
。なお、この実施形態によりこの発明が限定されるものではない。また、下記の実施形態
における構成要素には、当業者が容易に想定できるものあるいは実質的に同一のものが含
まれる。
【００１５】
（第１実施形態）
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　図１から図７を参照して、第１実施形態について説明する。本実施形態は、車両制御装
置に関する。図１は、第１実施形態の制動力制御のフローチャート、図２は、第１実施形
態に係る車両の概略構成を示す図、図３は、ブレーキ装置およびＥＣＢの説明図である。
【００１６】
　本実施形態の車両制御装置は、減速エコラン時のエンジン停止による制動力の変化をブ
レーキ制動力の制御によって抑制する。これにより、本実施形態によれば、運転者の狙い
通りの制動距離を実現することができる。また、実際の制動距離が狙いからずれることが
抑制されることにより、車両位置調整のためのエンジン始動回数が低減され、燃費の向上
が可能となる。
【００１７】
　本実施形態は、以下の構成要素を有する車両を前提としている。
（１）内燃機関
（２）内燃機関制御装置
（３）自動変速機
（４）変速機制御装置
（５）動力伝達装置
（６）動力伝達制御装置
（７）ブレーキペダル
（８）ブレーキスイッチ
（９）ＥＣＢ（ブレーキペダル操作量センサ、スキッドコントロールコンピュータ、ブレ
ーキ油圧制御装置）
【００１８】
　図２に示すように、車両１には、動力源としてのエンジン１１が設けられている。エン
ジン１１には、トルクコンバータ１２を介して自動変速機１３が連結されている。トルク
コンバータ１２は、エンジン１１の動力を駆動輪１６に伝達する流体伝達装置である。エ
ンジン１１の駆動力は、トルクコンバータ１２を介して自動変速機１３に入力され、デフ
ァレンシャルギヤ１４及びドライブシャフト１５を介して駆動輪１６に伝達される。トル
クコンバータ１２は、ロックアップクラッチを有している。トルクコンバータ１２は、ロ
ックアップクラッチを開放することで、エンジン１１の動力を作動流体を介して自動変速
機１３に伝達することができる。また、トルクコンバータ１２は、ロックアップクラッチ
を係合した場合、作動流体を介さずにエンジン１１の動力を直接自動変速機１３に伝達す
ることができる。
【００１９】
　自動変速機１３は、Ａ／Ｔ油圧制御装置１７により車両１の運転状態に応じて変速比が
自動的に制御される。自動変速機１３は、入力軸２、発進クラッチ３および出力軸４を有
する。入力軸２は、トルクコンバータ１２を介してエンジン１１の回転が入力される回転
軸である。自動変速機１３では、入力軸２に入力されるエンジン１１の回転が変速されて
出力軸４に出力される。出力軸４に出力された回転は、デファレンシャルギヤ１４に伝達
される。
【００２０】
　発進クラッチ３は、入力軸２と出力軸４との間に設けられ、入力軸２と出力軸４との動
力の伝達を接続あるいは遮断するクラッチである。すなわち、発進クラッチ３は、エンジ
ン１１と駆動輪１６との間に配置されたものである。発進クラッチ３は、入力軸２に接続
された入力側係合部材３ａと、出力軸４側に接続された出力側係合部材３ｂとを有する。
出力側係合部材３ｂは、複数のクラッチあるいはブレーキを介して出力軸４に接続されて
いる。これら複数のクラッチあるいはブレーキをそれぞれ係合あるいは開放することによ
って、自動変速機１３において互いに変速比が異なる複数の変速段を選択的に形成するこ
とができる。
【００２１】
　発進クラッチ３は、所謂Ｃ１クラッチとしての機能を有する。発進クラッチ３は、自動
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変速機１３において動力の伝達がなされる場合に係合され、動力の伝達がなされない場合
に開放される。つまり、自動変速機１３においていずれかの変速段が形成されているとき
に発進クラッチ３が係合されることで、自動変速機１３において動力の伝達を行うことが
でき、発進クラッチ３が開放されていると、エンジン１１と駆動輪１６との動力の伝達が
遮断される。
【００２２】
　発進クラッチ３は、Ａ／Ｔ油圧制御装置１７によって供給される係合圧によって制御さ
れる。Ａ／Ｔ油圧制御装置１７は、エンジン１１の回転によって駆動されてオイルを吐出
するエンジンポンプと、供給される電力によって駆動されてオイルを吐出する電動ポンプ
とを有する。Ａ／Ｔ油圧制御装置１７は、エンジン１１の運転時には、エンジンポンプか
ら吐出されるオイルを調圧して自動変速機１３に供給する。一方、Ａ／Ｔ油圧制御装置１
７は、エコラン制御中は電動ポンプを駆動し、電動ポンプから吐出されるオイルを調圧し
て自動変速機１３に供給する。
【００２３】
　ブレーキ装置５０は、車両１の各車輪に設けられている。ブレーキ装置５０は、制御可
能な制動装置である。図３に示すように、ブレーキ装置５０は、ブレーキペダル５１、ブ
ースター５２、マスターシリンダ５３および油圧ブレーキ５４を有する。ブースター５２
は、エンジン１１の吸気負圧を利用することによって、ブレーキペダル５１に入力された
踏力を倍力してマスターシリンダ５３に伝達する。マスターシリンダ５３は、後述するブ
レーキ油圧制御装置４３を介して油圧ブレーキ５４と接続されている。油圧ブレーキ５４
は、供給される油圧に応じた制動トルクを各車輪に作用させる。制動トルクが作用した車
輪における路面との間の摩擦力は、車両１を制動する制動力となる。すなわち、ブレーキ
装置５０は、各車輪の油圧ブレーキ５４に供給する油圧を調節することによって車両１に
発生する制動力を制御することができる。
【００２４】
　図２および図３に示すように、車両１は、電子制御式ブレーキ装置（ＥＣＢ）４０を備
える。ＥＣＢ４０は、ブレーキペダル操作量センサ４１、スキッドコントロールコンピュ
ータ４２およびブレーキ油圧制御装置４３を有する。ブレーキペダル操作量センサ４１は
、ブレーキペダル５１に対する操作量を検出するものである。ブレーキペダル操作量セン
サ４１は、例えば、ブレーキペダル５１のペダルストロークやブレーキペダル５１に入力
される踏力をブレーキペダル操作量として検出する。また、車両１には、ブレーキスイッ
チが設けられている。ブレーキスイッチは、ブレーキペダル５１が踏み込まれているか否
かを検出することができる。ブレーキスイッチは、ブレーキペダル５１が踏み込まれてい
る場合、ブレーキＯＮの信号を出力し、ブレーキペダル５１が踏み込まれていない場合、
ブレーキＯＦＦの信号を出力する。
【００２５】
　スキッドコントロールコンピュータ４２は、ブレーキ装置５０が発生させる制動力を制
御する制動力制御装置としての機能を有する。スキッドコントロールコンピュータ４２は
、例えば、ＡＢＳ制御やブレーキアシスト制御等を実行することができる。スキッドコン
トロールコンピュータ４２は、ブレーキ油圧制御装置４３によって各車輪の油圧ブレーキ
５４に対して供給する油圧を制御することができる。ブレーキ油圧制御装置４３は、マス
ターシリンダ５３の油圧（マスターシリンダ圧）を調圧することなく油圧ブレーキ５４に
供給すること、および油圧ブレーキ５４に供給する油圧をマスターシリンダ圧とは異なる
油圧に制御することがそれぞれ可能である。ブレーキ油圧制御装置４３は、油圧ポンプお
よび減圧バルブ、保持バルブ等の油圧制御弁を有しており、油圧ブレーキ５４に供給する
油圧を任意の油圧に制御することができる。
【００２６】
　図２に戻り、車両１には、エンジン１１や自動変速機１３などを制御する電子制御ユニ
ット（ＥＣＵ）２０が設けられている。ＥＣＵ２０は、エンジン１１、自動変速機１３（
Ａ／Ｔ油圧制御装置１７）の総合的な制御を行う。ＥＣＵ２０は、スキッドコントロール
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コンピュータ４２と接続されており、スキッドコントロールコンピュータ４２と協働して
車両１の挙動を制御することができる。本実施形態の車両制御装置１－１は、エンジン１
１、発進クラッチ３、ＥＣＵ２０、ＥＣＢ４０およびブレーキ装置５０を備える。
【００２７】
　車両１には、アクセルペダルの操作量（アクセル開度）を検出するアクセルポジション
センサ２１が設けられている。アクセルポジションセンサ２１により検出されたアクセル
開度を示す信号は、ＥＣＵ２０に出力される。エンジン１１の吸気管２２に設けられたス
ロットルコントロールバルブ２３は、スロットルアクチュエータ２４により開閉可能とさ
れている。
【００２８】
　エンジン１１には、エンジン回転数（エンジン回転速度）を検出するエンジン回転数セ
ンサ２８が設けられている。車速センサ２９は、車両１の車速を検出する。シフトポジシ
ョンセンサ３０は、運転者が操作するシフトレバーの位置（シフトポジション）を検出す
る。勾配センサ３２は、車両１が走行する道路の勾配を検出する。入力軸回転数センサ３
３は、自動変速機１３の入力軸２の回転数を検出する。出力軸回転数センサ３４は、自動
変速機１３の出力軸４の回転数を検出する。各センサ２８，２９，３０，３２，３３，３
４の検出結果を示す信号は、ＥＣＵ２０に出力される。
【００２９】
　ＥＣＵ２０は、変速マップを有しており、スロットル開度、車速などに基づいて、自動
変速機１３の変速段を決定し、この決定された変速段を成立させるようにＡ／Ｔ油圧制御
装置１７を制御することができる。
【００３０】
　ＥＣＵ２０は、エンジン１１に対する燃料の供給を停止して惰性により車両１を走行さ
せる所定制御を実行可能である。以下、所定制御を「エコラン制御」とも記載する。エコ
ラン制御は、例えば、車両１の走行中にアクセルオフされた場合に実行されるものである
。エコラン制御中は、燃料が消費されないため、エコラン制御を実行することで燃費の向
上を図ることができる。
【００３１】
　ＥＣＵ２０は、例えば、アクセルポジションセンサ２１の検出結果に基づき、アクセル
オフと判定するとエコラン制御を実行する。エコラン制御を実行する場合、ＥＣＵ２０は
、エンジン１１に対する燃料の供給を停止してエンジン１１の運転を停止する。ここで、
エンジン１１の運転とは、エンジン１１に対して燃料が供給されて、エンジン１１が自立
的に回転する作動状態を示す。エンジン１１の運転が停止されると、エンジン１１は被駆
動状態あるいは回転が停止した動作停止状態となる。燃料の供給が停止されたエンジン１
１は、駆動輪１６との間で動力が伝達される状態であれば駆動輪１６の回転によって駆動
される被駆動状態となり、駆動輪１６との間で動力が伝達されない状態であれば、回転を
停止する。
【００３２】
　ＥＣＵ２０は、エコラン制御時において、発進クラッチ３を開放し、エンジン１１の回
転を停止させて車両１を走行させることができる。このようにエコラン制御時に発進クラ
ッチ３を開放すると、車両１は、エンジン１１と駆動輪１６との動力の伝達経路が遮断さ
れ、エンジンブレーキが作用しないフリーラン状態となる。フリーラン状態では、走行抵
抗が小さくなり、燃費の向上が可能となる。
【００３３】
　本実施形態の車両制御装置１－１は、ブレーキＯＮの状態であることをエコラン制御実
行の条件とする。ブレーキＯＮで開始されるエコラン制御を本明細書では「減速エコラン
制御」と記載する。車両制御装置１－１は、エンジン１１を停止する条件が成立し、かつ
ブレーキＯＮであると減速エコラン制御を開始する。
【００３４】
　ここで、減速エコラン制御において、エンジン１１を停止し、かつ発進クラッチ３を開
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放するときには減速度の変化が生じる。これにより、以下に説明するように、停車時に狙
った位置よりも手前で停車してしまうことがある。エンジンアイドル状態で低速走行して
いるときは、エンジン１１の動力が車両１を前方に駆動するクリープ力として作用する。
この状態から減速エコラン制御が実行されると、エンジン１１が停止し、かつ発進クラッ
チ３が開放されることによって、クリープ力が得られなくなる。これにより、図４を参照
して説明するように、減速度が増加してしまう。
【００３５】
　図４は、減速エコラン実行時の制動力変化の説明図である。図４において、横軸は時間
、縦軸は制動力を示す。図４において、Ｆreqは、運転者の要求制動力を示し、Ｆ０は車
両１の実際の制動力を示す。時刻ｔ０において制動が開始される。この制動は、例えば、
車両１を停止させるために行われるものである。制動操作に応じて、時刻ｔ１において減
速エコラン制御が実行される。減速エコラン制御でエンジン１１が停止され、同時に発進
クラッチ３が開放されると、クリープ力が消失した分だけ制動力Ｆ０が増加する。これに
より、実際の制動力Ｆ０と要求制動力Ｆreqとに乖離が生じる。実際の制動力Ｆ０が要求
制動力Ｆreqを上回ることにより、運転者が望んだ以上に車両１が減速する。よって、例
えば、運転者が極低速でクリープ力を見越したブレーキ操作を行っているときに、減速エ
コラン制御が実行されると、減速度の増加により急な制動となり、狙っていたよりも手前
で車両１が停止してしまうこととなる。
【００３６】
　停止線でちょうど止まろうとしていたときなどに、狙いよりも手前で停車してしまった
場合や狙いよりも手前で停車しそうな場合、運転者は停車位置を調節しようとする。この
ときに、ブレーキペダル５１が離されると、減速エコラン制御が終了してエンジン１１が
始動してしまう。一度ブレーキペダル５１を離してしまうと、車速条件やブレーキ条件な
どの減速エコラン制御の実行条件が満たされなくなり、エンジン１１が停止しなくなるこ
とで、燃費の低下を招く虞がある。
【００３７】
　本実施形態の車両制御装置１－１は、減速時にエンジン１１を停止し、かつ発進クラッ
チ３を開放するときに、ブレーキ装置５０が発生する制動力を減少させる。このときの制
動力を減少させる減少量は、エンジン１１の出力によるクリープ力に基づく値、例えば、
エンジン１１の出力によるクリープ力の消失分に見合うものとされる。図５は、本実施形
態の制動力制御の説明図である。図５において、Ｆ１は車両１の実際の制動力、Ｆbrkは
ブレーキ装置５０が発生させる制動力（以下、単に「ブレーキ制動力」と記載する。）を
それぞれ示す。
【００３８】
　本実施形態の車両制御装置１－１は、減速エコラン制御によってエンジン１１が停止さ
れ、発進クラッチ３が開放されると、クリープ力消失による制動力の増加分だけブレーキ
制動力Ｆbrkを減少させる。これにより、エンジン１１が停止される時刻ｔ１以降に要求
制動力Ｆreqに対して実際の制動力Ｆ１が乖離してしまうことが抑制される。車両制御装
置１－１は、ＥＣＢ４０による制動力制御によってブレーキ制動力Ｆbrkを減少させる。
ＥＣＢ４０による制動力制御は、例えば、エンジン停止指示開始をトリガーとして開始さ
れる。制動力制御において、ＥＣＢ４０は、エンジン１１が停止しないまま走行する場合
に発生するクリープ力が作用する場合と制動距離が同等となるブレーキ制動力Ｆbrkを算
出する。ＥＣＢ４０は、算出されたブレーキ制動力Ｆbrkを実現するためにブレーキ油圧
を制御する。これにより、エンジン作動時と同等の制動距離で車両１を停止させることが
可能となる。
【００３９】
　ＥＣＢ４０による制動力制御によって実際の制動力Ｆ１と要求制動力Ｆreqとの乖離が
抑制されることで、エンジン１１が停止していても運転者が狙った位置に車両１を停止さ
せることができ、停止時のドライバビリティが向上する。また、狙った位置に車両１が停
車することで、停車位置の調節のためにエンジン１１を再始動する必要がなくなる。よっ
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て、エンジン１１の始動回数が減少することで、燃費の向上が実現される。
【００４０】
　ここで、車両制御装置１－１のブロック図について説明する。図６は、車両制御装置１
－１のブロック図である。ＥＣＵ２０は、エンジン停止判断手段２０Ａを有する。エンジ
ン停止判断手段２０Ａは、アクセルポジションセンサ２１、車速センサ２９、勾配センサ
３２およびブレーキペダル操作量センサ４１のそれぞれの検出結果に基づいてエンジン１
１を停止するか否かを判断する。エンジン停止判断手段２０Ａは、例えば、アクセル開度
が０である条件、車速が所定車速以下で走行している条件、路面の勾配が所定範囲内であ
る条件およびブレーキペダル５１が踏み込まれている条件を含むエンジン停止許可条件を
有している。エンジン停止判断手段２０Ａは、このエンジン停止許可条件が成立する場合
、エンジン１１を停止して減速エコラン制御を実行すると判断する。
【００４１】
　また、ＥＣＵ２０は、エンジン１１の目標トルクを決定し、目標トルクに基づいてエン
ジン制御量を決定する。例えば、エンジン停止判断手段２０Ａがエンジン１１を停止しな
いと判断した場合、ＥＣＵ２０は、アクセル開度や車速等に基づいて目標トルクを決定す
る。ＥＣＵ２０は、目標トルクを実現するようにエンジン１１の燃料噴射制御や点火制御
等の制御量を決定し、エンジン制御量に基づいてエンジン１１を制御する。
【００４２】
　また、ＥＣＵ２０は、目標クラッチ油圧に基づいて、自動変速機１３の動力伝達クラッ
チとしての発進クラッチ３を制御する。例えば、エンジン停止判断手段２０Ａによってエ
ンジン１１を停止すると判断された場合、ＥＣＵ２０は、エンジン１１を停止すると共に
、発進クラッチ３を開放する。発進クラッチ３を開放する場合、ＥＣＵ２０は、発進クラ
ッチ３の目標クラッチ油圧を漸減させる。Ａ／Ｔ油圧制御装置１７は、目標クラッチ油圧
の減少に応じて発進クラッチ３に対する供給油圧を減少させて発進クラッチ３を開放させ
る。
【００４３】
　ＥＣＢ４０は、制動力判断手段４２Ａを有する。本実施形態では、スキッドコントロー
ルコンピュータ４２が制動力判断手段４２Ａとしての機能を有する。制動力判断手段４２
Ａには、ブレーキペダル操作量センサ４１および出力軸回転数センサ３４の検出結果を示
す信号が出力される。制動力判断手段４２Ａは、入力された情報に基づいて目標制動力を
決定する。ＥＣＢ４０は、目標制動力に基づいて油圧ブレーキ５４に対して供給するブレ
ーキ油圧の制御量を決定する。また、ＥＣＢ４０は、目標クラッチ油圧に基づいて目標制
動力を補正する。具体的には、減速エコラン制御が実行されて発進クラッチ３が開放され
るときに、目標クラッチ油圧の減少に応じて目標制動力を減少させる補正がなされる。こ
れにより、発進クラッチ３開放時のクリープ力の消失による制動力の変化に対する補償が
なされ、要求制動力Ｆreqに対して実際の制動力Ｆ１が乖離することが抑制される。
【００４４】
　図１および図７を参照して、本実施形態の制動力制御について説明する。図７は、本実
施形態の制動力制御に係るタイムチャートである。図７には、エンジン回転数、発進クラ
ッチ３のクラッチ圧、車両加速度、車速、ブレーキストローク、ブレーキ油圧、ブレーキ
制動力がそれぞれ示されている。符号Ａ０、Ｖ０、Ｐ０およびＦbrk０は、それぞれ従来
の車両加速度、車速、ブレーキ油圧およびブレーキ制動力を示す。また、符号Ａ１、Ｖ１
、Ｐ１およびＦbrk１は、それぞれ本実施形態の制動力制御における車両加速度、車速、
ブレーキ油圧およびブレーキ制動力を示す。図１に示す制御フローは、例えば、エンジン
１１の運転状態で車両１が走行しているときに所定の間隔で繰り返し実行される。
【００４５】
　まず、ステップＳ１では、ＥＣＵ２０により、エンジン停止条件が成立しているか否か
が判定される。ＥＣＵ２０は、予め定められたエンジン停止条件が成立しているか否かを
判定する。エンジン停止条件は、たとえば、アクセル操作の有無、車速、勾配、バッテリ
充電状態等に関して定められている。ステップＳ１の判定の結果、エンジン停止条件が成
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立していると判定された場合（ステップＳ１－Ｙ）にはステップＳ２に進み、そうでない
場合（ステップＳ１－Ｎ）にはステップＳ９に進む。
【００４６】
　ステップＳ２では、ＥＣＵ２０により、ブレーキＯＮであるか否かが判定される。ＥＣ
Ｕ２０は、例えば、ブレーキスイッチの検出結果に基づいてステップＳ２の判定を行う。
その判定の結果、ブレーキＯＮであると判定された場合（ステップＳ２－Ｙ）にはステッ
プＳ３に進み、そうでない場合（ステップＳ２－Ｎ）にはステップＳ９に進む。図７では
、時刻ｔ１０にブレーキＯＮとなり、ステップＳ２において肯定判定がなされる状態とな
る。
【００４７】
　ステップＳ３では、ＥＣＵ２０により、動力伝達クラッチとしての発進クラッチ３が開
放される。ＥＣＵ２０は、発進クラッチ３の目標クラッチ油圧を減少させることにより発
進クラッチ３を開放させる。ステップＳ３が実行されると、ステップＳ４に進む。図７で
は、時刻ｔ１１において発進クラッチ３のクラッチ圧が低下し始めている。
【００４８】
　ステップＳ４では、ＥＣＵ２０により、エンジン１１が停止される。ＥＣＵ２０は、エ
ンジン１１に対する燃料の供給を停止してエンジン１１を停止させる。なお、発進クラッ
チ３の開放とエンジン１１の停止とは並行して実行されてもよい。ステップＳ４が実行さ
れると、ステップＳ５に進む。図７では、時刻ｔ１１においてエンジン停止操作によるエ
ンジン回転数の低下が始まる。
【００４９】
　ここで、従来であれば、エンジン停止や発進クラッチ３の開放（クラッチ圧の低下）に
よってクリープ力が消失することによって、符号Ａ０１で示すように車両加速度Ａ０が低
下する。これにより、時刻ｔ１１以前に対して時刻ｔ１１以降の車速Ｖ０の低下が大きく
なり、狙いよりも手前の地点で車両１が停止してしまっていた。
【００５０】
　ステップＳ５では、ＥＣＵ２０により、ブレーキ制動力制御が開始される。ＥＣＵ２０
は、ＥＣＢ４０に対してブレーキ制動力制御の実行を指令する。
【００５１】
　次に、ステップＳ６では、ＥＣＢ４０により、ブレーキ油圧の制御がなされる。ＥＣＢ
４０は、クリープ力消失分の制動力増加を打ち消すように油圧ブレーキ５４に供給する油
圧を減少させる。図７に矢印Ｙ１で示すように、本実施形態のブレーキ油圧Ｐ１は、ブレ
ーキストロークに応じた従来のブレーキ油圧Ｐ０に対して低減された値とされる。これに
より、矢印Ｙ２で示すように、本実施形態のブレーキ制動力Ｆbrk１は、従来のブレーキ
制動力Ｆbrk０に対して低減している。
【００５２】
　このブレーキ制動力の低減量Ｙ２は、エンジン停止および発進クラッチ３の開放による
クリープ力の低下に伴う制動力の増加分に対応している。ブレーキ制動力の低減量Ｙ２の
大きさは、エンジン回転数の低下およびクラッチ圧の低下に応じて増加する。つまり、車
両制御装置１－１は、エンジン１１の停止および発進クラッチ３の開放によるクリープ力
の減少に応じてブレーキ制動力Ｆbrkを減少させる。また、車両制御装置１－１は、エン
ジン回転数およびクラッチ圧の低下が終了すると、ブレーキ制動力の低減量Ｙ２の変化を
終了させる。
【００５３】
　よって、本実施形態の制動力制御がなされた場合、エンジン停止および発進クラッチ３
の開放がなされる前後で車両加速度Ａ１の変動が抑制される。その結果、本実施形態の車
速Ｖ１の低下速度は、エンジン停止等がなされる時刻ｔ１１の前後で変化することが抑制
される。例えば、ブレーキ踏力やブレーキストロークが一定の場合、車速Ｖ１が一定の低
下速度で変化する。よって、運転者は狙った位置で車両１を停車させることができる。
【００５４】
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　次に、ステップＳ７では、車両１が停止する。図７では、時刻ｔ１２に車両１が停止す
る。車両１が停止すると、ステップＳ８に進む。
【００５５】
　ステップＳ８では、ＥＣＵ２０により、ブレーキ制動力制御が停止される。ＥＣＵ２０
は、ＥＣＢ４０に対して、クラッチ圧に基づくブレーキ油圧の補正を終了させる。ステッ
プＳ８が実行されると、本制御フローは終了する。
【００５６】
　なお、ステップＳ１あるいはステップＳ２で否定判定がなされてステップＳ９に進むと
、ステップＳ９では、通常制御がなされる。ＥＣＵ２０は、減速エコラン制御を実行する
ことなく、エンジン１１の運転状態で車両１を走行させる。ステップＳ９が実行されると
、本制御フローは終了する。
【００５７】
　このように、本実施形態によれば、車両１の減速時に自動的にエンジン１１の停止およ
び発進クラッチ３の開放を行うときに、ブレーキ装置５０が発生する制動力を減少させる
。よって、本実施形態の車両制御装置１－１は、クリープ力の消失に伴う車両制動力の変
動を抑制して減速エコラン制御実行時のドライバビリティを向上させることができる。
【００５８】
　なお、本実施形態では、ブレーキ制動力制御におけるブレーキ制動力の補正量は、クリ
ープ力の消失分に見合う値とされたが、これに限定されるものではない。エンジン停止お
よび発進クラッチ３の開放に対してブレーキ制動力を減少させる補正を行うことで、クリ
ープ力の消失に応じた制動力の変動を抑制するようにすれば、減速エコラン制御実行時の
ドライバビリティを向上させることができる。
【００５９】
　本実施形態の減速エコラン制御は、ブレーキＯＮ、言い換えると運転者による制動操作
に応じて開始されたが、これに限定されるものではない。減速エコラン制御は、減速中に
他の条件に基づいて開始されるものであってもよい。例えば、減速エコラン制御は、アク
セルＯＦＦに基づいて開始されてもよい。
【００６０】
　本実施形態では、エンジン停止および発進クラッチ３の開放による車両１の制動力の変
動を抑制する方法としてブレーキ装置５０による制動力が調節されたが、ブレーキ制動力
Ｆbrkに加えて、あるいはブレーキ制動力Ｆbrkに代えて、他の制動力が調節されてもよい
。例えば、オルタネータによる制動力等が調節されてもよい。
【００６１】
　なお、図１に示す制動力制御は、エンジン１１が駆動輪１６を駆動するエンジン駆動時
に限り実行し、エンジン１１が駆動輪１６から伝達される動力によって駆動されるエンジ
ン被駆動時には実行しないようにしてもよい。言い換えると、車両制御装置１－１は、減
速時に駆動輪１６を駆動していたエンジン１１を停止し、かつ発進クラッチ３を開放する
ときに、ブレーキ制動力Ｆbrkを減少させるようにしてもよい。エンジン被駆動時にも制
動力制御を実行する場合、エンジン停止および発進クラッチ３の開放によって車両制動力
が減少することから、制動力制御においてブレーキ制動力Ｆbrkを増加させるようにして
もよい。
【００６２】
　図１に示す制動力制御は、運転者によって制動操作がなされているときに限り実行し、
制動操作がなされていないときは実行しないようにしてもよい。つまり、減速時にエンジ
ン１１を停止し、かつ発進クラッチ３を開放するときであって、かつ制動操作がなされて
いるときに、ブレーキ制動力Ｆbrkを減少させるようにしてもよい。
【００６３】
（第２実施形態）
　図８から図１１を参照して、第２実施形態について説明する。第２実施形態については
、上記実施形態で説明したものと同様の機能を有する構成要素には同一の符号を付して重
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複する説明は省略する。本実施形態において、上記第１実施形態と異なる点は、ブースタ
ー５２の負圧室の圧力を調節することによりブレーキ装置５０による制動力を調節する点
である。ブレーキ操作中にエンジン１１が停止しても負圧を調節して制動力を変化させな
いことで、制動時のショックを抑制し、運転者が狙った位置に車両１を停止させることが
できる。
【００６４】
　本実施形態は、以下の構成要素を有する車両を前提としている。（１）内燃機関および
その制御装置、（２）自動変速機およびその制御装置、（３）変速機制御装置、（４）動
力伝達装置およびその制御装置、（５）ブレーキペダル、（６）ブレーキスイッチ、（７
）ブレーキブースター、（８）制動力判断手段、（９）負圧量可変制御弁、（１０）ブレ
ーキ負圧センサ。
【００６５】
　図８は、本実施形態に係るブレーキ装置の概略構成を示す図、図９は、本実施形態の車
両制御装置１－２のブロック図、図１０は、本実施形態の制動力制御のフローチャート、
図１１は、本実施形態の制動力制御に係るタイムチャートである。
【００６６】
　図８に示すように、本実施形態のブレーキ装置５０は、負圧量可変制御弁５５を有する
。負圧量可変制御弁５５は、ブースター５２の負圧室５２Ａの負圧を制御することができ
る。ブースター５２は、ピストンによって仕切られた負圧室５２Ａと空気室５２Ｂとを有
する。負圧室５２Ａは、エンジン１１の吸気通路と連通されており、吸気通路の負圧が負
圧室５２Ａに導入される。ブレーキペダル５１が踏み込まれると、空気室５２Ｂに大気が
導入され、空気室５２Ｂと負圧室５２Ａとの差圧によって、ブレーキペダル５１に入力さ
れる踏力が倍力される。
【００６７】
　負圧量可変制御弁５５は、例えば、負圧室５２Ａと吸気通路とを連通する負圧配管の流
路抵抗を制御するものとすることができる。この場合、負圧配管の流路抵抗を増加させる
ことによって、負圧室５２Ａに導入される負圧量を減少させ、油圧ブレーキ５４に供給す
る油圧を低減させることができる。また、ブレーキ装置５０には、負圧室５２Ａの圧力を
検出する負圧センサが配置されている。
【００６８】
　図９に示すように、本実施形態のＥＣＢ４０は、負圧室内圧を制御する。ＥＣＢ４０は
、目標制動力に基づいて、負圧室内圧制御量を決定する。具体的には、ＥＣＢ４０は、減
速エコラン制御において発進クラッチ３が開放されるときの目標クラッチ油圧に基づいて
、目標制動力の補正量を算出し、この補正量に基づいて負圧室内圧制御量を決定する。こ
こで、負圧室内圧制御量は、例えば、負圧室５２Ａの負圧の減少量（絶対圧の増加量）、
すなわち、負圧量可変制御弁５５による負圧制御がなされることによる負圧室５２Ａの負
圧の減少量とすることができる。ＥＣＢ４０は、負圧室内圧制御量に基づいて、例えば負
圧量可変制御弁５５の開度を調節する。ＥＣＢ４０は、負圧センサの検出結果に基づいて
負圧量可変制御弁５５を制御することで、負圧室内圧を所望の圧力に調節することができ
る。
【００６９】
　図１０および図１１を参照して、本実施形態の制動力制御について説明する。図１１に
おいて、符号Ａ２、Ｖ２、Ｐ２およびＦbrk２は、従来の車両加速度、車速、負圧室内圧
、およびブレーキ制動力を示す。また、符号Ａ３、Ｖ３、Ｐ３およびＦbrk３は、本実施
形態の制動力制御における車両加速度、車速、負圧室内圧、およびブレーキ制動力を示す
。図１１では、時刻ｔ２０においてブレーキ操作が開始され、時刻ｔ２１においてエンジ
ン１１の停止および発進クラッチ３の開放がなされ、時刻ｔ２２において車両１が停止す
る。図１０に示す制御フローは、例えば、エンジン１１の運転状態で車両１が走行してい
るときに所定の間隔で繰り返し実行される。
【００７０】
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　ステップＳ１１からステップＳ１５までは、上記第１実施形態（図１）のステップＳ１
からステップＳ５までと同様とすることができる。すなわち、ＥＣＵ２０は、エンジン停
止条件が成立（Ｓ１１－Ｙ）しており、ブレーキＯＮ（ステップＳ１２－Ｙ）であると、
発進クラッチ３を開放し（ステップＳ１３）、かつエンジン１１を停止（ステップＳ１４
）して、ブレーキ制動力制御を開始（ステップＳ１５）する。
【００７１】
　本実施形態では、ＥＣＢ４０は、ＥＣＵ２０からブレーキ制動力制御の開始を指令され
ると、ステップＳ１６において、エンジン停止および発進クラッチ３の開放による制動力
の変動を抑制するように負圧室５２Ａの負圧を制御する。ＥＣＢ４０は、エンジン停止お
よび発進クラッチ３の開放によるクリープ力の消失に起因する制動力増加を打ち消すよう
に目標制動力を減少させる。ＥＣＢ４０は、目標制動力を実現するように、負圧室５２Ａ
の負圧を減少させることでブレーキ制動力を減少させる。制動力制御の開始タイミングや
目標制動力は、例えば、上記第１実施形態の制動力制御の開始タイミングや目標制動力と
同様とすることができる。
【００７２】
　エンジン停止および発進クラッチ３の開放がなされることに応じて、本実施形態の負圧
室内圧Ｐ３は、図１１に矢印Ｙ３で示すように、圧力制御がなされない従来の負圧室内圧
Ｐ２よりも高圧とされる。これにより、矢印Ｙ４で示すように、本実施形態のブレーキ制
動力Ｆbrk３は、従来のブレーキ制動力Ｆbrk２に対して低減している。このブレーキ制動
力Ｆbrkの低減量Ｙ４は、エンジン停止および発進クラッチ３の開放によるクリープ力の
低下に伴う制動力の増加分に対応している。
【００７３】
　よって、上記第１実施形態と同様に、本実施形態の制動力制御がなされた場合、エンジ
ン停止および発進クラッチ３の開放がなされる前後で車両加速度Ａ３に変動が生じること
および車速Ｖ３の低下速度に変動が生じることがそれぞれ抑制される。
【００７４】
　ステップＳ１６が実行された後、車両１が停止（ステップＳ１７）すると、ブレーキ制
動力制御が停止される（ステップＳ１８）。ステップＳ１８が実行されると、本制御フロ
ーは終了する。なお、ステップＳ１１あるいはステップＳ１２で否定判定がなされた場合
、ステップＳ１９において通常制御が実行される。
【００７５】
　本実施形態の車両制御装置１－２は、負圧量可変制御弁５５によって負圧室５２Ａの圧
力を調整することで、同一踏力に対するブレーキ制動力を調整する。よって、ＥＣＢ４０
を備えない車両において上記第１実施形態の効果と同様の効果を得ることができ、コスト
低減を実現可能である。
【００７６】
　上記の各実施形態に開示された内容は、適宜組み合わせて実行することができる。
【符号の説明】
【００７７】
　１－１，１－２　車両制御装置
　１　車両
　３　発進クラッチ
　１１　エンジン
　１６　駆動輪
　２０　ＥＣＵ
　４０　ＥＣＢ
　５０　ブレーキ装置
　５２Ａ　負圧室
　５５　負圧量可変制御弁
　Ｆ０，Ｆ１　実際の制動力
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　Ｆbrk　ブレーキ制動力
　Ｆreq　要求制動力

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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